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　当技術センターでは、利用者の皆さまを対象に、利用目的や満足度、ご要望などについて伺う「利用者窓口アンケート」を実施いた
しました。集計結果の概要をお知らせします。
　ご協力いただきました皆さま、ありがとうございました。今後の事業展開や業務改善に役立てていきます。

調査対象
　令和3年11月8日から令和4年1月14日の間に「技術相談・依
頼試験・機器貸付」のいずれかを利用された方

回答数　148件

調査結果（概要）
　回答者の所属事業所を所在地別に見ると、京都市内57社、
京都府内（京都市除く）は47社、京都府外は43社でした（図1）。
　事業所の業種は、製造業が83％と最も多く、サービス業3％、
卸売業・小売業3％、その
他・不明11％でした。製造
業の内訳は化学・プラス
チック･ゴム製品がもっと
も多く鉄鋼・金属製品、電
気機械・電子部品、汎用･
生産用･業務用機械、と続
きました。

今回利用の支援内容と満足度
　機器貸付の利用が最も多く、84%でした。技術相談は、機器
貸付や依頼試験と併せての利用を含めて、38%でした（図2）。

　支援の満足度
については、接客
対応95％、手続き
の迅速性93%、支
援レベル93%、得
られた成果87％
でした。
　職員の対応に
ついて良いと感じ

●お問い合わせ先／ 京都府中小企業技術センター 企画連携課 企画連携係　TEL：075-315-8635  E-mail：kikaku@kptc.jp

られたところを尋ねたところ、説明の分りやすさ78％、アドバイ
スの的確さ47％などとなりました（図4）。

他の支援機関の利用
　今回と同様の支援が必要な場合に利用される他機関を尋ね
たところ、府外公設試が38%と最も多く、京都市産業技術研究
所26%、府外民間試験研究機関22%と続きました。府県を越
えて公設試を利用されていることがうかがえます（図5）。

意見・ご要望
　当センターに強化・充実を求められることを尋ねたところ、機
器利用が80人と最も多く、技術相談55人、試験分析45人、セ
ミナー・講習会29人と続きました（図6）。
　自由記述には、機器の導入や機能拡充・修理、機器利用時の
支援についての要望等がありました。

図3　ご利用の満足度
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図4　職員の対応について良いと感じられたところ

説明の分かりやすさ
0 50 100％

アドバイスの的確さ
専門知識の深さ

その他

78
47
39
47
39

5

図1　所属事業所の所在地
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図2　ご利用いただいた支援内容
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図6　強化・充実を求められること
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　京都発明協会では、中小企業等の知的財産の創造・保護・活用の促進を目的に各種無料相談事業による支援を行っています。
知的財産権に関する相談について、京都府在住または勤務されている方、どなたでも相談可能です。

弁理士による知的財産相談会
 知財の専門家である弁理士が、特許・商標等の出願から権利取得に至るまでの手続、類似技術や類似名称の調査、ライセンス契約、
海外展開における注意点等の知的財産全般について無料でご相談に応じます。

◉場　所　京都発明協会 相談室 （相談時間13:00～16:00）
◉日　程　5/6　6/3　7/1

弁護士による知的財産相談会
　知財を専門分野とする弁護士が、自社製品の模倣品が出回った際の対策、知的財産に関する契約への助言、侵害警告を受けた場合
の対応、知的財産を巡る訴訟、権利活用上の留意点等の知的財産に関する問題について無料でご相談に応じます。

前日（閉館日を除く）の16:00までにご連絡ください。

前日（閉館日を除く）の16:00までにご連絡ください。

申込み、お問い合わせ先

一般社団法人 京都発明協会 TEL：075-315-8686　FAX：075-321-8374 〔https://kyoto-hatsumei.com/〕
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134　京都リサーチパーク内　京都府産業支援センター2階

京都府中小企業技術センター 企画連携課 企画連携係　TEL：075-315-8635  E-mail：kikaku@kptc.jp

京都発明協会からのお知らせ

　特許や商標など知的財産に関する様々な悩み・課題について幅広く相談を受け付け、窓口に配置する知財アドバイザーのほか、
知財専門家（弁理士・弁護士等）や関係する支援機関と連携して解決に向けたアドバイスを無料で行います。

◉場　所　京都発明協会 相談室
◉日　時　毎週月・水曜日、毎月1回　第１金曜日　9:30～12:00、13:00～16:30（祝祭日、お盆休み、年末年始を除く）

知財アドバイザーによる知的財産相談会

◉場　所　京都発明協会 相談室 （相談時間13:00～16:00）
◉日　程　4/27　5/11、18、25　6/1、15、29　7/6、20、27

　京都府知的財産総合サポートセンターは、平成１９年４月１日に施行された「京都府中小企業応援条例」に基づいて、府内中小企
業の知的財産の創造・保護・活用の促進を目的に、京都府と京都発明協会が共同で運営している機関です。京都府中小企業技術
センター、公益財団法人京都産業２１、京都海外ビジネスセンター、JETRO京都等と連携し、知財・技術・経営支援のワンストップ
サービスを実施しています。
[相談無料] [秘密厳守] まずは京都発明協会までお申込みください。TEL：075-315-8686
※いずれも、事前予約制です。相談時間は原則1時間以内とさせて頂きます。

京都府知的財産総合サポートセンター＜京都府委託事業＞
実施:一般社団法人京都発明協会

　「知財総合支援窓口」では、特許や商標など知的財産に関する様々な悩み・課題について幅広く相談を受け付け、窓口に常駐する
知財相談員のほか、知財専門家（弁理士・弁護士等）や関係する支援機関と連携して解決に向けたアドバイスを無料で行います。
◆開設場所／相談日時　事前予約制
場　所／京都発明協会 相談室
日　時　月曜日～金曜日

（土日祝日、お盆休み、年末年始を除く）
9:00～12:00 ＆ 13:00～17:00

場　所／京都経済センター
（窓口/JETRO京都・京都海外ビジネスセンター）

日　時　毎月第２、第４水曜日｠ 13:30～16:30

◆府内巡回窓口「知的財産相談会」：毎回午後開催
　日　程　5月20日　宇治市産業振興センター　　

6月  3日　亀岡商工会議所
6月17日　京都産業２１北部支援センター
7月15日　福知山商工会議所

｠◆相談予約先
　INPIT京都府知財総合支援窓口（京都発明協会）
　TEL075-326-0066（窓口直通）

INPIT京都府知財総合支援窓口＜独立行政法人工業所有権情報・研修館＞
実施:一般社団法人京都発明会

相談会の年間スケジュールを京都発明協会HPまたは、右記QRコードからご覧いただけます。▶

令和3年度「利用者窓口アンケート」の実施結果技術
センターから

図5　利用される他の支援機関
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